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１ 防災アセスメント検討部会での検討 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震に起因して、 

千葉県石油コンビナート等特別防災区域（以下「石油コンビナート区域」という。）内

では火災１件、危険物等の漏洩８件、破損２件の計１１件の異常現象が発生した。 

石油コンビナート区域内の防災対策については、千葉県石油コンビナート等防災計画

（以下「防災計画」という。）により、災害想定、予防・応急対策等が定められている

ところである。 

今回の震災の発生による被害や初動体制等における課題に係る対策を防災計画の 

修正案に反映させるため、有識者等により構成する「千葉県石油コンビナート防災  

アセスメント検討部会（以下「防災アセスメント検討部会」という。）」を開催し、その

対策等について検討した。 

 

２ 防災アセスメント検討部会の構成 

2-1 防災アセスメント検討部会の設置等 

防災アセスメント検討部会については、千葉県が委託して実施する千葉県石油コンビ

ナート防災アセスメント事業（以下「防災アセスメント事業」という。）において、   

防災アセスメント事業を行う際の調査範囲の検討や実施方法に関する指導助言及び 

防災アセスメント事業実施結果に対する考察を専門的見地から行うため、千葉県石油 

コンビナート等防災本部条例（昭和 51 年条例第 30 号）第４条第１項の規定により、  

平成２１年９月１７日に設置した。 

防災アセスメント検討部会では、防災計画の修正に係る基礎資料を得るために実施 

する防災アセスメント事業において、専門的見地から調査範囲の検討や実施方法に  

関する指導助言及び実施結果に対する考察を行うこととされていたが、東日本大震災の

発生を受け、これらによる被害や初動体制等の防災上の課題について検討を行い、防災

計画修正（案）を取りまとめることが所掌事務に追加された。（平成２３年７月５日  

施行） 

なお、平成２３年７月５日現在の委員は表１のとおりである。 
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表１ 防災アセスメント検討部会 委員 

役  職  名 氏  名 

諏訪東京理科大学 システム工学部機械システム工学科 教授 須 川 修 身 

千葉大学大学院 工学研究科 教授 山 崎 文 雄 

横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 大 谷 英 雄 

総務省消防庁消防大学校 消防研究センター 火災災害調査部長 座 間 信 作 

元 石油連盟技術環境安全部 保安防災アドバイザー 山 本 正 己 

財団法人消防科学総合センター 研究開発部調査研究第１課 研究員 平 野 亜希子 

富士石油株式会社専務取締役袖ケ浦製油所長 関 川 吉 明 

市原市消防局長 川 名 正 則 

千葉県防災危機管理監 岩 舘 和 彦 

千葉県副防災危機管理監 石 井 清 孝 

千葉県商工労働部保安課長 山 田   伸 

千葉県防災危機管理監消防課長 安 西   隆 

 

2-2 防災アセスメント検討部会等の開催状況 

防災アセスメント検討部会では、耐震対策に関する事項、初動体制に関する事項及び

大容量泡放射システムの運用に関する事項の３つの課題について、作業部会である耐震

対策分科会、初動体制連絡会議及び大容量運用連絡会議（以下「分科会等」という。）

で詳細な検討を行った。 

会議の開催状況は、表２のとおりである。 

また、分科会等の報告書は、参考資料１～３のとおりである。 

 

表２ 防災アセスメント検討部会及び分科会等開催状況（いずれも平成２３年） 

 第１回 第２回 第３回 

防災アセスメント検討部会 ７月５日 １０月２５日 １２月１９日 

 耐震対策分科会 ７月２０日 ９月１日 ９月２７日 

 初動体制連絡会議 ７月１２日 ８月３０日 ― 

 大容量運用連絡会議 ８月４日 ９月２１日 ― 
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３ 検討課題 

3-1 耐震対策 

東北地方太平洋沖地震及びその余震によって、液化石油ガスタンクの火災爆発事故が

発生したこと、液状化現象が発生したこと、長周期地震動によりスロッシング現象が 

発生したこと及び東京湾内湾で中央防災会議の想定を超える津波が観測されたこと等

を踏まえ、石油コンビナート区域に係る耐震対策の課題を次のとおり整理した。 

○ 液化石油ガスタンクの火災爆発事故 

液化石油ガスタンクの倒壊により、周辺設備から液化石油ガスが継続的に漏洩した

が、耐震対策や漏洩防止措置は十分であったか。また、液化石油ガス火災に係る教育

訓練は十分であったか。 

○ 液状化現象への対策 

液状化現象による施設の損傷により危険物の漏洩が発生したが、液状化しても危険

物等が漏洩しない措置や地盤改良により液状化させない措置等は十分であったか。 

○ 長周期地震動への対策 

長周期地震動によるスロッシング現象に起因していると思われる漏洩や破損が発生

したが、屋外貯蔵タンクのスロッシング対策は十分であったか。 

○ 石油コンビナート事業所での津波対策 

中央防災会議の想定を上回る津波が東京湾内湾に襲来したが、津波警報が発表され

た場合の各事業所における職員の避難と設備の点検・応急対策の実施方策等は十分で

あったか。 

○ 石油コンビナート被害状況の情報収集 

東北地方太平洋沖地震及びその余震により他県でも石油コンビナート区域等で被害

が発生したが、被害情報の把握は適切に行われているか。 

 

3-2 初動体制 

東北地方太平洋沖地震の発生によって、石油コンビナート等防災本部（以下「石コン

本部」という。）の非常配備体制が初めて敷かれたこと、石油コンビナート区域で   

大規模な火災爆発事故が発生したこと及び東京湾内湾に津波警報が初めて発表された

こと等を踏まえ、関係機関における初動体制に係る課題を次のとおり整理した。 
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○ 石コン本部の非常配備体制及び現地防災本部等 

県内最大震度６弱及び石油コンビナート区域最大震度５強の地震の発生により、 

県災害対策本部と石コン本部が併設となったが、それらの連携方策や、現地防災本部

の設置要領は十分であったか。 

また、同時に複数箇所で大規模な事故が発生した場合や県庁舎など関係行政機関の

施設のほか、共同防災組織の建物が被災する、又は、職員が避難を余儀なくされる  

場合の対応策は十分であったか。 

○ 関係機関における情報共有・受伝達 

地震後に停電や電話回線の輻輳が発生したが、関係機関相互の情報受伝達に支障は

なかったか。 

また、防災相互通信用無線の配備や通信状況及び事業所、市役所、消防本部、    

県警察、石コン本部相互の連携は十分であったか。 

○ 事業所における地震や津波を想定した初動体制 

大規模地震発生時の事業所の初動体制や津波発生時の職員と施設の安全確保の両立、

津波警報発表時の船舶への対処など災害発生時の事業所の初動対応は十分であったか。 

 

3-3 大容量運用 

液化石油ガスタンクの火災の発生によって、平成２０年１０月に配備された大容量 

泡放射システムが災害現場に初めて出動した事実を踏まえ、同システムの運用に係る 

課題を次のとおり整理した。 

○ 相互連絡体制 

地震の影響により一般電話やＦＡＸの接続が悪くなったが、発災事業所や共同防災

協議会及び関係機関相互の情報受伝達に支障はなかったか。 

○ システム輸送 

地震発生後の混乱による国道の交通渋滞により、大容量泡放射システムの輸送に 

計画の約３倍の時間を要したが、事前の計画は十分であったか。 

また、警察車両と消防車両の混成による隊列の編成により、大容量泡放射システム

の効果的な輸送が実施できたが、事前の計画は十分であったか。 

○ システム対象タンク以外の火災への適用 

大容量泡放射システムの出動は、直接的には直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵
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タンクではなく、高圧ガス（液化石油ガス）タンクのガス漏洩による火災に対しての

ものであったが、事前の検討は十分であったか。 

○ その他 

災害当日の事故現場の状況から、車両を提供した運送会社から共同防災協議会に 

対して運転手と車両の安全に関する問題提起があったが、事前の検討は十分であった

か。 

 

４ 検討課題に係る提言 

防災アセスメント検討部会では、分科会等から検討した課題等に対するまとめ（対策）

や解決にあたっての意見の報告を受け、次のとおり提言を行うとともに、別添資料の 

とおり防災計画の修正案を取りまとめた。 

４-１ 耐震対策 

4-1-1 液化石油ガスタンクの火災爆発の検証結果を踏まえた対策 

（１）事故調査委員会報告等に基づく教訓の他の事業所への水平展開 

ア 水張り試験時等の耐震対策 

高圧ガス保安法に係る耐震設計構造物等に対する定期に行う検査や工事において、

通常の運転状態よりも比重の大きい水等の液体を満たしている時に地震が発生した

場合、設備の支持構造物の荷重条件が非常に厳しい状態となることを認識し、耐震

性能の有無を確認のうえ、有していない場合には、満水期間を必要最低限にとどめ

るとともに設備の倒壊により破損する可能性のある配管、設備等の保護、縁切り等

の措置を行うこと。【１６】 

イ 緊急遮断弁の維持管理と外部警報装置等の適正な運用 

関係法令に基づき設置が義務付けられた緊急遮断弁は、当該緊急遮断弁が接続 

された貯槽の元弁又は容器のバルブが閉止されていない限り、いかなる場合にあっ

ても、必要な時に安全に、かつ、速やかに閉止できる状態を維持しなければなら  

ない義務を有していることを認識すること。【４】 

また、ガス検知器の警報発生位置を示す外部パネル、ガス漏洩を近隣事業所に速

やかに連絡するための外部警報装置及び緊急時に用いる遮断弁等の計器類は、常時、

人のいる計器室等に設置し、非常時の迅速な対応を可能とする措置を検討すること。

【１】 
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ウ 遠隔操作が可能な冷却散水設備の整備 

冷却散水設備の早期作動が液化石油ガスタンク等の爆発現象への遅延や抑制に 

対し有効であるため、有事に迅速かつ安全に操作が行えるよう、遠隔で操作が可能

な冷却散水設備の整備に努めるとともに、火災発生時においては、バックアップ  

システムの早期稼働により必要な消火用給水圧力を継続的に確保すること。【３】 

（２）液化石油ガス火災爆発事故を想定した教育訓練 

ア 液化石油ガス火災に対する教育訓練 

液化石油ガスを貯蔵する事業所の自衛防災組織等は、想定火災における影響の 

事前評価を実施するとともに、今回の火災爆発事故を教訓とし液化石油ガス火災の

特殊性を考慮した教育や実践的な訓練を実施すること。また管轄する関係消防本部

にあっても積極的に教育訓練を実施すること。【５】、【３３】 

イ 液化石油ガス火災爆発への対応（二次災害の防止） 

液化石油ガス火災の特徴は、拡大が早く被害が大きく広範囲になることであり、

適切な防災設備と迅速な消火活動が要求される災害であることを認識すること。

【２】 

液化石油ガスの大量漏洩や火災の拡大があった場合、爆発のおそれがあることを

念頭におき、火炎、輻射熱、爆風圧及び飛散破片を考慮した防災活動や避難誘導を

適切に行い、二次災害の発生の防止に努めること。【２９】 

 

4-1-2 液状化対策 

（１）液状化しても危険物等が漏洩しない措置 

液状化の発生により地盤の沈下や変動が発生すると防油堤に亀裂が発生することが

あるので、油等の漏洩拡大を防止するため土のうを用意しておくこと。【防災計画   

Ｐ３７「第１節 １ （１）漏洩の防止」に記載済】 

また、屋外貯蔵タンクとそれに接続する配管等の地盤改良等が施されている部分と

施されていない部分では、地震の揺れ方や地盤沈下の仕方に違いがあるので、その  

ような設備間の接続部分等には、可とう性を持たせる機器を設置する等、液状化の  

影響により損傷を与えないような対策に努めること。【１４】 

（２）地盤改良等による液状化させない措置 

液状化現象の発生を抑制するためには地盤改良が有効であることから、事業所は、
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関係法令により要求されていない敷地部分においても危険物の漏洩等が発生する恐れ

のある箇所については、液状化判定のための地質調査を行い必要に応じて液状化対策

の推進に努めること。特に、液状化による側方流動を予防するため護岸等の地盤改良

に努めること。【１３】 

（３）液状化現象の発生抑制に効果がある地盤改良工法 

液状化の発生を防止するには、いくつかある液状化条件のどれを除くかによって 

以下のように分類される工法のいずれかを採用し、地盤改良を実施する必要がある。

【１５】 

ア 密度増大工法 

緩い砂の密度を高めることにより液状化危険度を下げる工法である。サンド  

コンパクション工法が代表的であり、使用実績が最も多い。 

この工法では、振動するケーシングを砂層に圧入して締め固められた砂杭を形成

するとともに、周辺地盤の密度を増大させる。 

この工法の他、流動性の小さいソイルモルタルを地盤中に注入し、串団子状に  

固結体を造成することによって周囲の地盤を締め固めるコンパクショングラウ  

チング工法も、近年使用実績が多い。 

イ 間隙水圧消散工法 

地震時に発生する過剰間隙水圧を排水材（ドレーン）を通じて速やかに消散   

させることで液状化を防止する工法である。 

柱状の排水材を等間隔に設置する柱状ドレーン工法、中でも、ドレーン材として

砕石を使用するグラベルドレーンが代表的であり、使用実績も非常に多い。 

ウ その他の工法 

上記工法の他に、固化工法、置換工法、地下水位低下工法、せん断変形抑制工法

等がある。 

固化工法は、石灰・セメントや薬液等によって液状化の可能性のある地盤を固化

することによって液状化を防止する工法である。 

置換工法は、液状化危険度の高い地盤を掘削除去し、液状化しないような粒度の

土に置き換える工法である。 

地下水位低下工法では、液状化条件のひとつである飽和状態の解消を目的として

地下水位を下げることにより、液状化を防止する。 
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また、せん断変形抑制工法では、地中壁を設けて地震時の地盤のせん断変形を  

抑制し、液状化を防止または軽減する。 

 

4-1-3 長周期地震動対策 

（１）ガイドポールの溶接部等の補強等 

法令改正により構造強化を要求されていない浮き屋根式屋外貯蔵タンクのガイド 

ポールの溶接部、浮き屋根補強リングの溶接止端部及び浮き屋根母材その他の箇所に

ついて、保安検査等の定期的な検査の時期に合わせて溶接部の補強や材質の健全性等

の確認に努めること。【１１】 

（２）液面計不具合箇所の早期改善 

地震発生時のスロッシングにより多くのタンクで液面計の不具合が発生し、タンク

液面の計測が不能となったことから、二次災害を防止するため適切な点検等の実施に

よる不具合箇所の発見及び改善が速やかにできる体制の整備に努めること。【４０】 

（３）スロッシングを考慮した液面管理 

スロッシングによる溢流を予防するためには、管理液面の低下措置が有効である 

ことから、施設の運転状況等を考慮し、タンクの液面監視を強化すること。 
なお、余裕空間高さを規定している水平震度、言いかえれば速度応答スペクトル値

は、守るべき最低限の地震動レベルを示したものである。今回の地震では、周期   

約４～５秒で観測スペクトルが規定値を上回っていることから、今後もこのような 

ことはありうるものとして自主的な液面管理に努めること。【１０】 

（４）地震発生後の点検の優先実施 

低引火点の危険物を貯蔵するタンクでは、万一溢流が発生した場合に火災発生の 

危険性が高いことから、地震発生時には優先的に点検が実施できるよう、貯蔵する  

危険物の引火性や貯蔵量の把握に努めること。【３９】 

なお、屋外貯蔵タンクのスロッシングによる溢流の発生危険性について、事業所に

おいて迅速に把握することができる石油タンクスロッシング被害予測システムの導入

を検討すること。【１２】 

また、各事業所における地震動特性が適切に得られるよう地震計等の設置を推奨する。

【３６】 

さらに、地震後は出来る範囲でスロッシング発生状況の把握に努めること。【防災  

計画Ｐ１５５「＜貯槽地区＞」の表に記載済】 
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（５）新基準適合及び浮き屋根改修の早期実施 

旧基準の特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の新基準への適合及び

容量２万ｋｌ以上等の特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根構造強化の改修が、更に早期に

実施されるよう、立入調査や講習会・説明会等のあらゆる機会を捉えて周知すること。

【９】 

（６）スロッシングに対する抑制技術の開発 

屋外貯蔵タンクにおいて、スロッシングによる被害が発生していることから、その

発生の抑制技術の開発等を国へ要請していくこと。【防災計画Ｐ８７「第６節 １ 地震動

特性の把握と対策（５）」に記載済】 

 

4-1-4 津波対策 

（１）津波警報・注意報発表時の職員の避難と設備の安全確保の両立 

市役所は、津波警報が発表された後、避難勧告や避難指示の情報を特定事業所へ  

迅速かつ確実に伝達すること。【２７】、【２８】、【３０】、【３５】、【３７】 

事業所においては、津波情報の収集に努めるとともに職員の円滑な避難と並行し、

点検・応急対策担当職員の確保と迅速な作業遂行のためのマニュアルの確認及び策定

に努めること。【３８】 

また、事業所内で働いている多くの協力会社員への情報伝達や避難指示等の対応 

マニュアルについても予め策定しておくこと。更にこれらに関して定期的に訓練を 

行うこと。【１８】 

（２）津波避難計画 

高潮対策として設置されている防潮堤の多くは、石油コンビナート区域よりも  

内陸側にあることから、護岸を有する事業所は、その高さや構造について十分に認識

した上で、津波避難計画を策定すること。【２９】 

（３）想定津波高の見直しによる被害想定の検討 

今後、国の中央防災会議の再評価に基づいて東京湾内湾における想定津波高が見直 

された場合には、石油コンビナート区域における被害想定を見直し、津波による被害

の発生可能性が高いと認められる事業所は、護岸の高さ等の改善に努めること。また、

「特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き」を参考に津波に   

対する避難を含むソフト面の対策強化に努めること。【８】、【４３】 
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4-1-5 他県での石油コンビナート被害状況の周知 

東北地方太平洋沖地震及びその余震に係る、津波被害、長周期地震動による被害  

及び短周期地震動による被害状況について、総務省消防庁消防研究センターが実施 

した調査結果を周知すること。【４４】 

 

４-２ 初動体制 

4-2-1 石コン本部の非常配備体制及び現地防災本部等 

（１）本部運営要領の見直し 

県災害対策本部と石コン本部が併設される場合、石コン本部の活動場所は、県災害

対策本部と同一とし、その連絡先を関係機関に周知徹底し、情報の一元化を図ること。

【２０】、【２５】、【４５】 

また、災害時の石コン本部の編成等を定めている「災害時等における千葉県石油  

コンビナート等防災本部運営要領」について、必要に応じて見直しをすること。   

【事務局に対応を検討させる。現状では防災計画への記載なし】 

（２）現地防災本部の適切な設置 

ア 現地防災本部設置運営要領の作成 

現地防災本部については、「災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部

運営要領」に規定されているところであるが、当該運営要領の該当部分を修正する

とともに、今後具体的な基準等を定めた「現地防災本部設置運営要領（仮称）」を  

関係市ごとに作成すること。また、作成に当たっては、以下の事項について石コン

本部、市役所及び関係機関で協議すること。【事務局に対応を検討させる。現状では防災

計画への記載なし】 

○ 設置場所 【２１】 

○ 連絡先の周知 

○ 機関ごとの参集人数 

○ 連絡系統の作成及び招集方法 

○ 設置の具体的な基準の策定 

○ 市災害対策本部との連携 

○ 複数同時発災の想定 

○ 現地防災本部を設置しない場合の職員の現地派遣 
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イ 訓練の実施 

現地防災本部の設置を含めた訓練を実施すること。【１７】 

（３）複数の事故が発生した場合や関係行政機関等が被災した場合の対応 

複数の事故が発生した場合、石コン本部が情報を集約して現地への応援職員の派遣

等の対策を実施できるよう計画を立てておくこと。【２２】 

また、関係各機関が被災した場合を想定し、被災機関との連絡手段の確保や役割を

補完する代替機関について事前に決めておくこと。【４１】 

 

4-2-2 関係機関における情報共有・受伝達 

（１）通信手段の確保 

  ア 防災相互通信用無線の拡充 

○常置場所の拡大 

現在、防災相互通信用無線局は、特定事業所、消防本部、県警察、その他関係   

機関に常置しているが、石油コンビナート区域所在の市役所、大容量泡放射シス  

テムを輸送する京葉臨海中部地区共同防災協議会、消火活動に従事する消防艇など

についても新たな常置又は台数の追加を検討すること。【事務局に対応を検討させる。

現状では防災計画への記載なし】 

○無線の強化 

災害時においても確実に通信ができるようにするため、外部アンテナの設置、  

出力の増強等について、総務省関東総合通信局と相談のうえ、可能なものの中から

効果的なものを実施すること。【事務局に対応を検討させる。現状では防災計画への記載  

なし】 

イ 通信手段の複数化 

現在、特定事業所が地震発生後の報告をする際に使用している通常の電話、   

ＦＡＸが災害に対して脆弱であるため、防災相互通信用無線のほか、衛星電話、  

インターネットを活用したソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、メーリン

グリストの導入について検討すること。【２４】、【２６】、【４２】 

（２）関係機関の連携の強化 

周辺住民への避難勧告の発令や、災害広報のほか、周辺道路の交通規制等が迅速に

行われるようにするため、事業所、市役所、石コン本部、県警察、消防本部等の間の
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通信手段の複数化とともに、機関相互の連携を強化し、災害の発生状況、消火活動  

情報、交通情報等の災害情報を円滑に共有する仕組みを構築すること。【２２】、【２３】、

【２４】 

また、石油コンビナート区域は臨海部に展開されているため、東京湾内湾に津波  

警報が発表された際は、職員を早急に避難させなければならず、避難が遅れるほど、

津波襲来時における職員の安全と施設の安全の両立が困難となる。市役所は、津波に

おける避難指示、避難勧告の情報を迅速かつ確実に事業所へ伝達すること。【２７】、 

【２８】 

そのため、市役所においては、津波警報や石油コンビナート区域内の事故情報を  

受けた際の避難情報発令基準を設けること。なお、特定事業所、特別防災区域協議会

及び防災関係機関は、避難情報発令基準に係るガイドライン策定について、調査研究

すること。【６】【２８】 

さらに、石コン本部においては、関係機関との情報共有・受伝達を迅速に行うため、

災害発生時における業務のチャート図を作成すること。【事務局に対応を検討させる。現状

では防災計画への記載なし】 

 

4-2-3 事業所における地震や津波を想定した初動体制 

（１）特定事業所等における初動体制 

大規模地震発生時の事業所の初動体制、津波発生時の職員と施設の安全確保の両立、

津波警報発令時の船舶の対策など、災害発生時の事業所の初動対応については、   

事業所の施設・設備の状況などにより様々な方策が考えられるため、「特定事業所等に

おける地震・津波発生時の初動体制の手引き」などを用いた説明会を開催するなど  

して、共通理解を図り、事業所ごとに規程やマニュアル類の見直しを行うこと。【８】、

【１９】、【４３】 

（２）護岸の高さや地面の高さの把握 

全特定事業所に対して護岸の高さや地面の高さ（ＧＬ）についての調査を実施し、

結果については、「特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き」の  

基礎資料として添付し、今後、国の中央防災会議等で東海、東南海、南海地震の三連

動地震等における東京湾内湾の想定津波高が発表されるなど、津波に関する新たな 

知見が発表された際は、その都度「特定事業所等における地震・津波発生時の初動  
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体制の手引き」の改訂について検討を行い、事業所における護岸の高さや地面の高さ

（ＧＬ）に合わせた具体的な津波対策が策定できるよう内容を更新すること。【４３】 

 

４-３ 大容量泡放射システムの運用 

4-3-1 相互連絡体制 

石コン本部は、防災相互通信用無線の安定した通信確保のため、無線機の出力増強、

チャンネルの複数化や固定アンテナ設置について検討すること。また、共同防災協議

会に防災相互通信用無線を配置しているが、これを増設して大容量泡放射システムの

輸送車両（１編成トラック６～８台の３編成）に配置することにより、輸送車両と  

共同防災協議会事務局、発災事業所、市原市消防局及び袖ケ浦市消防本部（以下   

「関係消防機関」という。）との連絡体制を確保すること。【事務局に対応を検討させる。

現状では防災計画への記載なし】 

石コン本部は、一般電話が不通時でも連絡を取れる手段・システムを共同防災協議

会に提示し、共同防災協議会は、警防計画における通信連絡網の見直しを行うこと。 

トラック協会は、災害時優先電話への登録について検討すること。【個別対応事項の 

ため、防災計画への記載なし】 

 

4-3-2 システム輸送 

大容量泡放射システム輸送時の安全確保のため、消防車両の伴走が効果的であった

ので、石コン本部は、県警察本部の情報から国道１６号線の交通渋滞の状況を確認  

した後、警察車両の先導に加えて関係消防機関に消防車両による伴走を依頼すること。

【３１】 

共同防災協議会は、輸送の際に極力、警察車両と消防車両の混成による隊列を編成

すること。また、大規模災害時には、警察車両や消防車両の協力が得られない場合も

想定しておくこと。なお、消防車両のみで先導する場合及び先導車両がない場合は 

「緊急自動車」の扱いとならないので注意すること。【３２】 

 

4-3-3 システム対象タンク以外の火災への適用 

（１）会員事業所におけるシステム対象タンク以外の火災 

共同防災協議会会員事業所において所有する直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵
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タンクへの火災拡大を防ぐ目的で、防災要員及び補助要員の安全を含む適切なシス 

テム配置要領を作成できる場合、直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンク以外の

火災にも適用できることとすること。この場合、共同防災協議会、関係消防機関及び

石コン本部は、発災現地の状況、消火戦術及び県内外の複数発災等の情報を共有し、

効果的な大容量泡放射システムの活用について協議すること。【７】、【３４】、【４１】 

（２）非会員事業所の火災 

石コン本部は、共同防災協議会非会員事業所に対して大容量泡放射システムの運用

に関する必要な情報を提供するとともに、非会員事業所における大容量泡放射システ

ムの活用について調査・研究を行うこと。【７】 

 

4-3-4 その他 

共同防災協議会は、大容量泡放射システムの輸送中の従事者の事故や物的損害に 

ついて、共同防災協議会が補償する範囲と発災事業所が補償する範囲に分けて、事故

の種類と原因により適用できる保険を整理した上で、共同防災協議会とトラック協会

の協定を見直すこと。【個別対応事項のため、防災計画への記載なし】 
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別添資料 

 

防災アセスメント検討部会による千葉県石油コンビナート等防災計画修正（案） 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－1 
（1）イ 
【１】 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－1 
（2）イ 
【２】 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－1 
（1）ウ 
【３】 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４１ 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１章 予防対策 
 
第１部 事故対策 
 
第１節 危険物施設等の災害予防対策 
 
１ 危険物施設 
 
（１）漏洩の防止 
タンクの付属配管から危険物が漏洩した場合に漏洩量を減らすため、緊急遮断弁の

設置などタンクの元弁等の閉止に要する時間を短縮できる方法を検討する。 
                                          

                           
また、防油堤内流出に対して仕切堤を設けるなどの影響範囲の低減策や、流出範囲

の局所化と防油堤破損時における土のう等による対処方法、及び危険物が防油堤外

に流出した場合の回収方法を検討する。 
 
 
２ 高圧ガス施設 
災害防止対策については日常より検討し、たとえ事故が発生しても被害を最小 にくい

止めることが重要である。このために高圧ガス保安法、消防法等に定められた種々の対

策を実施するとともに災害防止設備や拡大防止、除害設備等の維持管理を充分に行い、

事故発生時においてもあわてず処置出来るように心がけておく必要がある。                            

                                          

                                   
 
（１）災害拡大防止対策 
 
ア 散水設備・スチーム・カーテン設備等 
散水設備やスチーム・カーテン設備等は災害が発生した場合、災害拡大防止のためのみ

でなく、災害発生を防止するにも有効な設備である。               
                                      
        
散水設備は本来火災時の貯槽類の冷却による温度上昇防止を目的として設置されること

が多いが、万一貯槽類からのガス漏洩等が発生した場合は、水噴霧散水等による爆発ガ

ス混合気の希釈を行うことにより二次災害防止が可能である            
               。 
スチーム・カーテン設備は、可燃性ガスが漏洩した場合、火源との遮断を目的として設

置されるが、この場合ガスの着火危険性を配慮してガス検知器と連動させて作動するよ

うにすべきである。 
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修正原案 修正理由 

 
第１章 予防対策 
 
第１部 事故対策 
 
第１節 危険物施設等の災害予防対策 
 
１ 危険物施設 
 
（１）漏洩の防止 
タンクの付属配管から危険物が漏洩した場合に漏洩量を減らすため、緊急遮断弁の

設置などタンクの元弁等の閉止に要する時間を短縮できる方法を検討する。 
なお、緊急時に用いる遮断弁等の起動装置等については、常時、人のいる計器室等

に設置するなど、非常時に迅速な対応を可能とする措置を検討する。 
また、防油堤内流出に対して仕切堤を設けるなどの影響範囲の低減策や、流出範囲

の局所化と防油堤破損時における土のう等による対処方法、及び危険物が防油堤外

に流出した場合の回収方法を検討する。 
 
 
２ 高圧ガス施設 
災害防止対策については日常より検討し、たとえ事故が発生しても被害を最小限にくい

止めることが重要である。このために高圧ガス保安法、消防法等に定められた種々の対

策を実施するとともに災害防止設備や拡大防止、除害設備等の維持管理を充分に行い、

事故発生時においてもあわてず処置出来るように心がけておく必要がある。特に、液化

石油ガス火災の特徴は、拡大が早く被害が大きく広範囲になることであり、適切な

防災設備と迅速な消火活動が要求される災害であることを認識すべきである。 
 
（１）災害拡大防止対策 
 
ア 散水設備・スチーム・カーテン設備等 
散水設備やスチーム・カーテン設備等は災害が発生した場合、災害拡大防止のためのみ

でなく、災害発生を防止するにも有効な設備であり、火災発生時においては、必要に応

じて海水ポンプ等のバックアップシステムの早期稼働により継続的な消火用給水圧力の

確保に努めること。 
散水設備は本来火災時の貯槽類の冷却による温度上昇防止を目的として設置されること

が多いが、万一貯槽類からのガス漏洩等が発生した場合は、水噴霧散水等による爆発ガ

ス混合気の希釈を行うことにより二次災害防止が可能であるため、有事の際に迅速かつ

安全に遠隔操作が行えるようにする。 
スチーム・カーテン設備は、可燃性ガスが漏洩した場合、火源との遮断を目的として設

置されるが、この場合ガスの着火危険性を考慮してガス検知器と連動させて作動するよ

うにすべきである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●発災事業所において、緊急

遮断弁が計器室から操作で

きなかったこととガス検知

器の警報表示板や外部警報

装置が無人の計器室に設置

されていたため 
 
 
 
 
●液化石油ガスタンクの火

災で、冷却散水が早期に実施

されなければ、火災発生後１

０分以内に爆発に至ったと

推測されており、迅速な消火

活動の必要性が確認された

ため 
 
 
 
●火災爆発事故の対応で特

に支障をきたした訳ではな

いが、発災事業所の反省点を

踏まえ、有効な消火活動を確

保するため 
●液液化石油ガスタンクの

火災で、冷却散水が早期に実

施されなければ、火災発生後

１０分以内に爆発に至った

と推測されており、遠隔で操

作できる散水設備の有効性

を周知するため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－1－1 
（1）イ 
【４】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－1 
（2）ア 
【５】 
 
 
 
4－2－2 
（2） 
【６】 
 
 
 
 
 
4－3－3 
(1)（2） 
【７】 
 
 
 

 
４４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６３ 
 
 
 
 
 
６９ 
 
 
 
 
 
 
 
６９ 
 
 
 
 
７０ 
 

 
ウ 緊急遮断装置、緊急圧力放出装置等 
異常反応の抑制や災害の拡大防止の目的のため緊急遮断装置が設置されている。  
                                      
                                      
                また、火災等により設備の内圧が異常に上昇し

た場合、設備の破壊を防止するため規定の圧力以下で自動的に圧力を放出する安全

弁、逃し弁、破裂板、ブリーザーバルブ等が取付けられている。更にこれらの装置

からの放出物を安全に処理しなければ二次災害を招く恐れがあるためブローダウ

ン・ドラム、放出管、フレアーライン、除害設備等が設置されている。 
また、漏洩の早期停止のため、可燃性ガス及び毒性ガスのタンクの遮断弁の信頼性

がより高くなるよう検討するものとする。 
 
 
第４節 保安管理体制 
 
３ 保安管理の徹底 
 
（２）従業員、協力業者に対する安全教育 
 

イ 錯覚・誤操作・御判断等人の盲点     による災害発生を防ぐため、与え

られた知識を単なる知識としてだけでなく、          種々の事故想定

に対応できるような訓練の実施 
 
第６節 防災対策の調査研究・情報収集 
特定事業所、特別防災区域協議会及び防災関係機関は当該防災区域に係る災害の特

性を十分に把握し、有効な防災対策を講ずるため、災害事例及び災害想定等必要な

調査研究の実施又は情報の収集を行い、相互に情報交換を行うものとする。 
 
 
 
 
（１）危険物等の流出火災 
大容量泡放射システムの適用範囲の拡大に関する調査・研究 
                          
                     
 
第２部 地震対策 
特定事業所等及び防災関係機関は、現在懸念されている東海地震及び関東地震級の

大規模地震あるいは平成７年兵庫県南部地震級の直下型地震に対する災害の未然防

止と拡大防止を図るため、それぞれの責務において積極的な防災対策を推進すると

ともに、計画的な防災活動の実施に努めるものとする。 
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修正原案 修正理由 

 
ウ 緊急遮断装置、緊急圧力放出装置等 
異常反応の抑制や災害の拡大防止の目的のため緊急遮断装置が設置されている。緊

急遮断弁は、当該弁が接続された貯槽の元弁又は容器の弁が閉止されていない限り、

いかなる場合にあっても、必要な時に安全に、かつ、速やかに閉止できる状態を維

持しなければならないものである。また、火災等により設備の内圧が異常に上昇し

た場合、設備の破壊を防止するため規定の圧力以下で自動的に圧力を放出する安全

弁、逃し弁、破裂板、ブリーザーバルブ等が取付けられている。更にこれらの装置

からの放出物を安全に処理しなければ二次災害を招く恐れがあるためブローダウ

ン・ドラム、放出管、フレアーライン、除害設備等が設置されている。 
   漏洩の早期停止のため、可燃性ガス及び毒性ガスのタンクの遮断弁の信頼性

がより高くなるよう検討するものとする。 
 
 
第４節 保安管理体制 
 
３ 保安管理の徹底 
 
（２）従業員、協力業者に対する安全教育 
 

イ 錯覚・誤操作・誤判断等のヒューマンエラーによる災害発生を防ぎ  、与え

られた知識を単なる知識としてだけでなく、液化石油ガス火災など種々の事故想定

に対応できるような訓練の実施 
 
第６節 防災対策の調査研究・情報収集 
特定事業所、特別防災区域協議会及び防災関係機関は、それぞれが属する特別防災

区域の特性及び当該区域で起こり得る災害の特性及び影響度等を的確に把握すると

ともに、有効な防災対策が講じられるよう災害事例に係る情報の収集、災害想定及

び避難情報発令基準等の調査研究を行い、これにより得られた情報又は調査研究成

果の共有化を図り、図上訓練や総合防災訓練にも取り入れて関係者への周知を行い、

地域としての防災力の向上に寄与するよう努めるものとする。 
 
（１）危険物等の流出火災 
大容量泡放射システムの適用範囲の拡大に関する調査・研究 
ア システム配備事業所における対象タンク以外の火災 
イ システム配備対象外事業所における火災 
 
第２部 地震対策 
特定事業所等及び防災関係機関は、現在懸念されている東海地震及び関東地震級の

大規模地震あるいは平成７年兵庫県南部地震級の直下型地震に対する災害の未然防

止と拡大防止を図るため、それぞれの責務において積極的な防災対策を推進すると

ともに、計画的な防災活動の実施に努めるものとする。 

 
●発災事業所において、緊急

遮断弁を遠隔で操作できな

いようにピンで固定してい

たため（当該行為は法令違反

である。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●大規模な災害に発展しか

ねない液化石油ガス火災に

係る訓練の実施を明確にし、

事故想定に対応できる人材

を育成するため 
 
●避難情報発令基準に係る

ガイドライン策定の検討に

あたり、防災関係機関等によ

る調査研究が必要と考えら

れるため 
 
 
 
●大容量泡放射システムの

対象タンク以外の施設への

出動については、システム配

備事業所での適用と配備対

象外事業所での適用に分け

て調査・研究する必要がある

ため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－1－4 
（3） 
4－2－3 
（1） 
【８】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－3 
（5） 
【９】 
 
 
4－1－3 
（3） 
【１０】 
 
 
 
 
 
 
4－1－3 
（1） 
【１１】 

 
７０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７０ 
 
 
 
 
７１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
７１ 

 
そこで既存の危険物施設等について、耐震性の向上対策を始め、同時発災を想定し、

警防面における事前対策を講ずることにより、大規模地震時の安全対策を図る。 
                                      
                                      
                                      
                                          

                         
さらに、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合は、強化地域に準じた地震防

災対策を講ずることとし、警戒宣言に関する基本的事項を定め、警戒宣言発令時及

び地震発生時の混乱を防止し、併せて地震時の被害の極小化を図るものとする。 
 
第１節 危険物施設等の耐震対策 
 
１ 危険物施設 
既存の危険物施設については、消防庁通達「危険物施設における地震対策の推進に

ついて(58．9．29付け消防危第89号）」及び「危険物施設の消火設備、屋外タンク

貯蔵所の歩廊橋及び屋内貯蔵所の耐震対策に係る運用について(平成8．10．15付け

消防危第125号)」による対策を進めるとともに、平成15年の十勝沖地震による浮き

屋根タンクの全面火災を受けて改正された、次の基準（旧法タンクの耐震基準の前

倒し、浮き屋根の構造強化等）の早期実現に努めるものと            
                              する。 
また、県は、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外タンクの調査（旧法タンク及び浮

き屋根タンクの改修状況等）を毎年実態調査と同時期にその状況を把握するととも

に、改修を必要とするタンクについては、改修     を指導していくものとす

る。 
 
（２）長周期地震動によるスロッシング対策 
 
イ 空間高さの確保（特定屋外タンク） 
（危険物の規制の規制に関する技術上の細目を定める告示 第4条の20 第2項第

3号） 
長周期地震動に係る地域特性に応じた補正係数ν5（最大で２倍）が導入され、特定

屋外タンクについて、平成 19 年 3 月 31 日までに空間高さ（HC）の確保が行われ

ている。 
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修正原案 修正理由 

 
そこで既存の危険物施設等について、耐震性の向上対策を始め、同時発災を想定し、

警防面における事前対策を講ずることにより、大規模地震時の安全対策を図る。 
また、平成２３年の東北地方太平洋沖地震の発生により、国の中央防災会議の想定

を上回る津波が東京湾内湾に襲来したことから、今後、中央防災会議の再評価に基

づき見直される想定津波高を基に、津波発生時の安全対策を図るものとする。なお、

「特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き」を参考に津波に対

する避難を含むソフト面の強化に努めるものとする。 
さらに、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合は、強化地域に準じた地震防

災対策を講ずることとし、警戒宣言に関する基本的事項を定め、警戒宣言発令時及

び地震発生時の混乱を防止し、併せて地震時の被害の極小化を図るものとする。 
 
第１節 危険物施設等の耐震対策 
 
１ 危険物施設 
既存の危険物施設については、消防庁通達「危険物施設における地震対策の推進に

ついて（58．9．29付け消防危第89号）」及び「危険物施設の消火設備、屋外タンク

貯蔵所の歩廊橋及び屋内貯蔵所の耐震対策に係る運用について（平成8．10．15付け

消防危第125号）」による対策の推進と     平成15年の十勝沖地震による浮き

屋根タンクの全面火災を受けて改正された、次の基準（旧法タンクの耐震基準の前

倒し、浮き屋根の構造強化等）の早期実現に努めるとともに、平成２３年の東北地

方太平洋沖地震で発生した被害等を踏まえた予防対策に努めるものとする。 
また、県は、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外タンクの調査（旧法タンク及び浮

き屋根タンクの改修状況等）を毎年実態調査と同時期にその状況を把握するととも

に、改修を必要とするタンクについては、改修の早期実施を指導していくものとす

る。 
 
（２）長周期地震動によるスロッシング対策 
 
イ 空間高さの確保（特定屋外タンク） 
（危険物の規制の規制に関する技術上の細目を定める告示 第4条の20 第2項第

3号） 
長周期地震動に係る地域特性に応じた補正係数ν5（最大で２倍）が導入され、特定

屋外タンクについて、平成19年3月31日までに空間高さ（HC）の確保が行われて

いる。 
しかしながら、法令により規定された余裕空間高さについては、守るべき最低限の

地震動レベルにより示されたものであることから、タンクの液面監視の強化に努め

るものとする。 
ウ 溶接部等の補強 
浮き屋根式屋外貯蔵タンクのガイドポールの溶接部、浮き屋根の母材その他の箇所

について、保安検査等の定期的な検査の時期に合わせて溶接部の補強や材質の健全 
性等の確認に努めることとする。 

 
●東京湾内湾に津波警報が

発表されたが、各事業所では

津波の襲来を想定しておら

ず、職員の安全確保と船舶を

含む設備の点検・応急対策に

よる施設の安全の確保の両

立が大変困難であったため

●東京湾内湾への想定津波

高が示されるまでの間は、初

動体制の手引を参考に避難

を含むソフト面の充実に努

める必要があると考えられ

るため 
 
 
 
 
 
●当該項の中に東北地方太

平洋沖地震の発生を受けて

の対策を追記したため 
 
 
●あらゆる機会を捉えて改

修の早期実施を指導するこ

ととしているため 
 
 
●スロッシングによる溢流

を予防するためには、自主的

な管理液面の低下措置が有

効であり、自主保安の観点か

ら、法令以上の安全対策の実

施を促すため 
●法令により構造強化は要

求されていないが、現にスロ

ッシング現象により破損が

発生していることから、定期

的な検査時に点検する必要

があるため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－1－3 
（4） 
【１２】 
 
4－1－2 
（2） 
【１３】 
 
4－1－2 
（1） 
【１４】 
 
4－1－2 
（3） 
【１５】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－1 
（1）ア 
【１６】 
 

 
７１ 
 
 
 
７１ 
 
 
 
７１ 
 
 
 
７１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７１ 
 

 
                        
                                      
                                      
           
         
          
                                      
                                  
                     
                                      
                                      
   
                            
                                      
               
                                      

                               
                                      

                          
               
                                       

                    
                                      
            
                                      
                          
                                      
                
 
２ 高圧ガス設備 
高圧ガス設備については、「高圧ガス設備等耐震設計基準」（平成9年3月25日改

正）により耐震性能の保有を図るものとする。 
なお、高圧ガス設備の基礎に関する耐震対策については、「千葉県高圧ガス事業所

地震対策指針Ⅰ」（地震の知識・行動編）（平成 9年7月作成）及び「千葉県高圧

ガス事業所地震対策指針Ⅱ」（設備編）（平成 10 年 3 月作成）により向上を図る

ものとする。 
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修正原案 修正理由 

 
エ 石油タンクスロッシング被害予測システム 
屋外貯蔵タンクのスロッシングによる溢流の発生危険性等について、事業所におい

て迅速に把握することができる石油タンクスロッシング被害予測システムの導入を

検討するものとする。 
（３）液状化対策 
ア 地盤改良の推進 
液状化現象の発生を抑制するため、関係法令により要求されていない敷地部分や護

岸等においても地盤改良などの液状化対策の推進に努めるものとする。 
イ 設備間の接続部分に損傷を与えない措置 
設備間の接続部分等では、地盤沈下の仕方や地震の揺れ方に違いがあるので、可と

う性を有する機器を設置し地盤沈下等により損傷を与えないように努めるものとす

る。 
ウ 液状化現象の発生抑制に効果がある地盤改良工法 
液状化の発生を防止するには、次のように分類される工法のいずれかを採用し、地

盤改良を実施する必要がある。 
（ア）密度増大工法（緩い砂の密度を高めることにより液状化危険度を下げる工法） 
・・・サンドコンパクション工法、コンパクショングラウチング工法 
（イ）間隙水圧消散工法（地震時に発生する過剰間隙水圧を排水材（ドレーン）を

通じて速やかに消散させることで液状化を防止する工法） 
・・・グラベルドレーン工法 
（ウ）固化工法（石灰・セメントや薬液等によって液状化の可能性のある地盤を固

化することによって液状化を防止する工法） 
（エ）置換工法（液状化危険度の高い地盤を掘削除去し、液状化しないような粒度

の土に置き換える工法） 
（オ）地下水位低下工法（液状化条件のひとつである飽和状態の解消を目的として

地下水位を下げることにより、液状化を防止する工法） 
（カ）せん断変形抑制工法（地中壁を設けて地震時の地盤のせん断変形を抑制し、

液状化を防止または軽減する工法） 
 
２ 高圧ガス設備 
高圧ガス設備については、「高圧ガス設備等耐震設計基準」（平成9年3月25日改正）

により耐震性能の保有を図るものとする。 
なお、高圧ガス設備の基礎に関する耐震対策については、「千葉県高圧ガス事業所

地震対策指針Ⅰ」（地震の知識・行動編）（平成 9年7月作成）及び「千葉県高圧

ガス事業所地震対策指針Ⅱ」（設備編）（平成 10 年 3 月作成）により向上を図る

ものとする。 
また、耐震設計構造物に対する定期に行う検査や工事において、通常の運転状態よ

りも比重の大きい水等の液体を満たそうとする場合、その耐震性能の有無を確認し、

有していない場合には、満水期間を必要最低限にとどめるとともに設備の倒壊によ

り破損する可能性のある配管、設備等の保護、縁切り等の措置を行うものとする。 

 
●地震発生後のタンク点検

の優先順位付けに有効と考

えられるため 
 
●地盤改良等の液状化対策

の実施の有無により、液状化

の発生状況に明瞭な違いが

生じていたため 
●タンクと配管の接続部は、

地震等により損傷を与えな

いよう可とう性を持たせる

構造で設置されているが、そ

のような場所では液状化の

被害は発生しなかったため 
●液状化対策を実施してい

る箇所では、液状化現象が発

生していなかったことから、

抑制に効果のある地盤改良

工法を紹介するため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●検査の後の準備のため、長

期間タンク内に満水状態と

していたことが、タンク座屈

倒壊の一因になっているこ

とから、その期間は必要最低

限にとどめるなどの対策が

国から示されているため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－2－1 
（2）イ 
【１７】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
【１８】 
 
4－2－3 
（1） 
【１９】 
 
 
 
 
 
 
 
4－2－1 
（1） 
【２０】 
 
 
 
 
 
 
 
4－2－1 
（2）ア 
【２１】 

 
８５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８５ 
 
 
 
８６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９５ 
 

 
第４節 地震防災対策 
特定事業所等及び防災関係機関は、大規模な地震を想定した防災訓練及び震災図上

訓練を実施し、東海地震注意(予知)情報等及び地震発生時における地震防災対策組

織の円滑な運営及び 各種応急対策活動の効果的な実施が図られるよう技術の練磨

に努める。 
                                        

                                
また、訓練の実施結果について検討を加え、組織、活動内容等を見直し、絶えず改

善に努めるものとする。 
 
１ 地震防災訓練（実地） 
 
          
                                      

                    
 
第５節 防災教育及び広報 
特定事業所等及び防災関係機関は、その果たすべき役割に応じてその職員等に対す

る地震   防災上の教育及び住民に対する広報を実施する必要がある。 
 
第２章 応急対策 
 
第１節 防災本部の活動体制 
 
１ 災害時等における配備体制及び配備基準 
 
（２）非常第二配備体制 
ア 非常第一配備体制では対処困難と本部長が認めた場合 
イ 法第29条第１項の規定による現地本部を設置した場合 
ウ 大震法第９条第１項の規定による警戒宣言が発令された場合 
エ 特別防災区域が所在する市が気象庁発表震度で震度５強以上の場合 
オ 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波の津波警報を発表した場合 
                                     
 
３ 現地本部の設置 
 
（３）設置場所 
   発災市庁舎                                  
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修正原案 修正理由 

 
第４節 地震防災対策 
特定事業所等及び防災関係機関は、大規模な地震を想定した防災訓練及び震災図上

訓練を実施し、東海地震注意(予知)情報等及び地震発生時における地震防災対策組織

の円滑な運営並びに各種応急対策活動の効果的な実施が図られるよう技術の練磨に

努める。 
防災本部及び関係市は、現地本部を円滑に設置できるよう訓練するとともに、現地

本部を設置しない場合でも、災害の状況に応じ職員を派遣するものとする。 
また、訓練の実施結果について検討を加え、組織、活動内容等を見直し、絶えず改

善に努めるものとする。 
 
１ 地震防災訓練（実地） 
 
（３）津波避難訓練 
津波警報が発表された際の職員等の円滑な避難と施設設備の点検・応急対策の迅速

な作業遂行のための訓練を実施するものとする。 
 
第５節 防災教育及び広報 
特定事業所等及び防災関係機関は、その果たすべき役割に応じてその職員等に対す

る地震・津波防災上の教育及び住民に対する広報を実施する必要がある。 
 
第２章 応急対策 
 
第１節 防災本部の活動体制 
 
１ 災害時等における配備体制及び配備基準 
 
（２）非常第二配備体制 
ア 非常第一配備体制では対処困難と本部長が認めた場合 
イ 法第29条第１項の規定による現地本部を設置した場合 
ウ 大震法第９条第１項の規定による警戒宣言が発令された場合 
エ 特別防災区域が所在する市が気象庁発表震度で震度５強以上の場合 
オ 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波の津波警報を発表した場合 
※ 震災等による災害対策本部併設時の体制は、災害対策本部事務局編成表による。 
 
３ 現地本部の設置 
 
（３）設置場所 
原則、発災市庁舎とする。ただし、現地本部長の判断により適当と認める場所に設

置することができる。 
 

 
 
 
 
 
 
●現地防災本部について、設

置のための具体的検討や訓

練の実施が十分ではなかっ

たため 
 
 
●東京湾内湾に想定を超え

る津波が襲来していたこと

から、津波避難訓練の実施が

必要と考えられるため 
 
●これまで、東京湾内湾に

は、被害を発生させるような

津波は想定しておらず、事業

所内において津波に関する

知識、津波警報が発表された

際の措置基準、避難ルート等

の社員等への周知を行って

いなかったため 
 
 
●石油コンビナート等防災

本部（非常配備体制）が災害

対策本部と併設される場合、

災害対策本部の編成に組み

込み、情報の一元化を図る必

要があるため 
 
●現地防災本部は発災市庁

舎に設置することとされて

いたが、市庁舎が被災する可

能性があること、災害の発生

状況によっては必ずしも市

庁舎が適切であるとは限ら

ないことを考慮し、柔軟に対

応する必要があるため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－2－1 
（3） 
4－2－2 
（2） 
【２２】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
９５ 
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修正原案 修正理由 

 
４ 防災関係機関相互の連携 
防災本部が非常配備体制をとった場合、防災関係機関においては、相互の連携を密

にし、災害対応状況、消火活動情報、交通情報、避難勧告情報等の災害情報を共有

し、効率的な災害対応、住民の避難等を実施するものとする。そのため、防災本部

は災害情報の集約に努め、複数の災害等が発生した場合に備えるとともに、現地本

部の設置や職員の現地派遣等が円滑に実施できる体制を整備するものとする。 
（１）現地本部設置時 
現地本部を設置した場合、防災本部長は当該区域の市長を現地本部長に指名すると

ともに、本部員の内から現地本部員を指名する。現地本部長は、特定事業所長、共

同防災組織管理者等の参加を求めることができる。 

 
（２）現地本部非設置時 
現地本部を設置しない場合、防災本部は必要に応じて現地に職員を派遣するものと

し、現地で収集した情報を防災本部へ集約し、防災関係機関へ伝達するものとする。 

 
 

 
●これまで、通報体制は確立

されていたが、一方通行の通

報体制だけでは、例えば付近

住民の避難の必要が発生し

た場合などの連携が不十分

であったため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●現地防災本部を設置しな

い場合の連携について、明確

にしておく必要があるため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
 
 
4－2－2 
（2） 
【２３】 
 
 
 
4－2－2 
（1）イ 
4－2－2 
（2） 
【２４】 

 
 
 
 
 
９６ 
 
 
 
 
 
１００ 
 

 
第２節 異常現象等の通報 
 
２ 通報内容 
 
ウ 逐次報告 
（ア）異常現象拡大等の状況  （イ）防御活動の状況             
    
 
 
 
３ 通報経路及び手段 
通報の方法は、有線（一般加入電話、専用電話、１１０番、１１９番等）、 防災行

政無線又は  防災相互無線若しくは                     
          徒歩連絡等            状況に応じ最も迅速、

確実な方法で行うものとする。                        
    
なお 通報経路は次のとおりとする。 
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修正原案 修正理由 

 
第２節 異常現象等の通報 
 
２ 通報内容 
 
ウ 逐次報告 
（ア）異常現象拡大等の状況  （イ）防御活動の状況  （ウ）付近住民の避難

の要否 
 
 
 
３ 通報経路及び手段 
通報の方法は、有線（一般加入電話、専用電話、１１０番、１１９番等）、 防災行

政無線若しくは防災相互無線、衛星電話、ソーシャルネットワーキングサービス、

メーリングリスト又は徒歩連絡等複数の通報手段を確保し、状況に応じ最も迅速、

確実な方法で行うものとする。一般加入電話は、災害時優先電話への登録に努める

こと。 
なお、通報経路は次のとおりとする。 
 

 
 
 
 
 
●火災・爆発事故では、市役

所に現場の情報が集まらず、

市役所では迅速かつ適切な

避難勧告を発令することが

難しかったため 
 
●大規模地震発生時は、停電

や電話回線の輻輳により、通

信の不具合が発生するため、

防災相互無線、災害時有線電

話、衛星電話など複数の通報

手段を確保する必要がある

ため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－2－1 
（1） 
【２５】 

 
１００ 
 
 
 
 
 

 
（１）特別防災区域異常現象等連絡系統図 

 

  異常現象通報経路  
 
  地震発生時通報経路 
   (異常現象は除く) 

※ 
警察 

一般加入電話又は110番

共同防災組織 

隣接事業所 

（一般加入電話） 

千葉海上保安部(警備救難課)   木更津海上保安署 
043（242）7238・4999 
防災行政無線 警備救難課500－9621   0438(30)0118 
         500－9623 

※  海上に係る異常現象の発生又は発生のおそれがある場合は、海洋汚染

等及び海上災害の防止に関する法律の規定により、直ちに最寄の海上保

安庁の事務所（千葉海上保安部又は木更津海上保安署）に通報しなけれ

（注）消防庁長官から要請のあった場合は、第１報後の報告も引き

千葉労働局（安全衛生課） 

043(221)4311 

所轄労働基準監督署 

消防機関 
一般加入電話  
119番及び専用 
電話又は防災 
相互無線 

特定 

事業所 

防災本部 
(事務局：県消防地震防災課) 
〔平日昼間〕 
043(223)2173又は 
防災行政無線(500－7206) 
ＦＡＸ 043(222)5208 
〔夜間及び休日〕 
043(223)2178（無線室） 
防災行政無線（500－7225） 
ＦＡＸ 043(222)5219 

関係防災機関

消防庁（応急対策室） 
03(5253)7527 
ＦＡＸ03(5253)7537 
夜間及び休日は宿直 
消防庁(特殊災害室) 
 03(5253)7528 
ＦＡＸ03(5253)7538 
無線120－7910 

夜間及び休日(宿直) 
 03(5253)7777 
FAX03(5253)7553 
無線120－7780 

関東東北産業保安監督部 

保安課 

048(600)0294 

 
原子力安全・保安院保安課 
 
03(3501)1706 

注 

続き行う。 

ばならない。 
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修正原案 修正理由 

 
（１）特別防災区域異常現象等連絡系統図 

 
●市役所に災害情報の伝達

が遅れたため 
●石コン防災本部の災害対

策本部との併設時の連絡先

が周知されていなかったこ

とから、災害情報が執務場所

に集中してしまったため 

 

   異常現象通報経路  
 
   地震発生時通報経路 
   (異常現象は除く) 

※ 
警察 

一般加入電話又は110番

共同防災組織 

隣接事業所 
（一般加入電話） 
（衛星電話） 

千葉海上保安部(警備救難課)                              木更津海上保安署 
043（242）7238・4999 
防災行政無線     警備救難課500－9621 0438(30)0118 
           500－9623 

※  海上に係る異常現象の発生又は発生のおそれがある場合は、海洋汚

染等及び海上災害の防止に関する法律の規定により、直ちに最寄の海

上保安庁の事務所（千葉海上保安部又は木更津海上保安署）に通報し

（注）消防庁長官から要請のあった場合は、第１報後の報告も引

千葉労働局（安全衛生課） 

043(221)4311 

所轄労働基準監督署 

消防機関 
一般加入電話  
 119番及び専用 
 電話又は防災 
 相互無線 
衛星電話 

特 定 

事業所 

防災本部 
(事務局：県消防課) 
〔平日昼間〕 
043(223)2173又は 
防災行政無線(500－7206) 
ＦＡＸ 043(222)5208 
〔夜間及び休日〕 
043(223)2178（無線室） 
防災行政無線（500－7225） 
ＦＡＸ 043(222)5219 
〔災害対策本部併設時〕 
043(223)3381 
防災行政無線(500-7401) 

関係防災機

消防庁（応急対策室） 

03(5253)7527 

FAX03(5253)7537 

夜間及び休日は宿直 

消防庁(特殊災害室) 

 03(5253)7528 

FAX03(5253)7538 

無線120－7910 

夜間及び休日(宿直) 

 03(5253)7777 

ＦＡＸ03(5253)7553 

無線120－7780 

関東東北産業保安監督部 

保安課 

048(600)0294 

 
原子力安全・保安院保安課 
 
03(3501)1706 

注 

関係市 

き続き行う。 

なければならない。 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
 
 
4－2－2 
（1）イ 
【２６】 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
4－2－2 
（2） 
【２７】 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
4－2－2 
（2） 
【２８】 

 
 
 
 
 
１０２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０５ 
 
 

 
４ 通報体制の確立 
 
（１）特定事業所 
 
オ 通報の手段は、災害の状況及び通報先（行政機関、内部関係課、現場従業員）

等に応じ次の手段について指定と順位を定めておくものと            

                                する。 
携帯無線、専用電話、一般加入電話、     サイレン、一斉通報設備、    
                   伝令 
                              
 
 
第３節 災害広報 
 
２ 広報を要する事態 
広報を要する事態は次のとおりとし、現場の最高責任者が決定する。 
（１）災害が周辺に波及すると予想される場合 
                          
（２）          避難を 要すると予想される場合 
（３）周辺の住民等に不安を与えるような災害が予想される場合 
（４）その他現場の最高責任者が必要と認めた場合 
 
 
 
 
３ 具体的な実施方法 
 
（２）  市及び消防機関 
特別防災区域に災害が発生し、又は発生 のおそれがあるとき          
      は、直ちに次により付近住民に避難等の広報活動を実施する。 
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修正原案 修正理由 

 
４ 通報体制の確立 
 
（１）特定事業所 
 
オ 通報の手段は、災害の状況及び通報先（行政機関、内部関係課、現場従業員）

等に応じ次の手段について指定と順位を定めておくものとし、災害時には停電や回

線の輻輳等のおそれがあることから、複数の手段を確保しておくものとする。 
携帯無線、専用電話、一般加入電話、衛星電話、サイレン、一斉通報設備、ソーシ

ャルネットワーキングサービス、メーリングリスト、伝令 
※ 一般加入電話は、災害時優先電話への登録に努めること。 
 
 
第３節 災害広報 
 
２ 広報を要する事態 
広報を要する事態は次のとおりとし、現場の最高責任者が決定する。 
（１）災害が周辺に波及すると予想される場合 
（２）特別防災区域の沿岸に津波警報が発表された場合 
（３）従業員や地域住民等の避難が必要と予想される場合 
（４）周辺の住民等に不安を与えるような災害が予想される場合 
（５）その他現場の最高責任者が必要と認めた場合 
 
 
 
 
３ 具体的な実施方法 
 
（２）関係市及び消防機関 
特別防災区域に災害が発生し、若しくはそのおそれのあるとき、又は津波警報が発

表されたときは、直ちに次により付近住民に避難等の広報活動を実施する。 
なお、関係市においては、特別防災区域内の事故情報や津波警報を受けた際の避難

情報発令基準を定めることとする。特に津波については、事業所への早期の避難情

報の発令が従業員と施設の安全の両立につながること、ひいてはそれが市民の安全

の確保につながることを踏まえ、迅速かつ確実な避難勧告等を実施することとする。 

 
●大規模地震発生時は、停電

や電話回線の輻輳により、通

信の不具合が発生するため、

防災相互無線、災害時有線電

話、衛星電話など複数の通報

手段を確保する必要がある

ため 
 
 
 
 
 
 
 
●津波警報が発表された場

合にも広報活動が必要であ

ると考えられるため 
●石油コンビナート区域の

火災・爆発事故は短時間で急

激に進行するため、従業員や

地域住民等の避難情報等の

広報が必要であると判明し

たため 
 
 
 
 
●津波警報が発表された場

合にも広報活動が必要であ

ると考えられるため 
●石油コンビナート区域の

火災・爆発事故は短時間で急

激に進行するため、住民の避

難情報等の広報は、迅速に発

令されなければならないこ

とが判明したため 
 
 
 
 
 

 



34 

提言の 
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計画 
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千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－1－1 
（2）イ 
4－1－4 
（2） 
【２９】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
【３０】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－3－2 
【３１】 
 
 
 
 
 
4－3－2 
【３２】 

 
１０８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２０ 
 
 
 
 
 
 
１２０ 
 
 

 
第４節 避難計画 
防災区域に係る避難の計画は、地域性と時間の推移から概ね次の体系表となるので、

この順に従い、計画を策定する。なお、避難計画が時機を失することなく適切に行

われるためには、異常現象等の早期通報が前提条件であり、また、先行的・並行的

には広報計画が不離一体の関係にあること、状況により救急・救護を要すること等

留意して策定すること。 
特に地震時には、コンビナート災害の影響回避のために住民避難を行う場合におい

て、市街地での火災発生状況、道路や橋梁の被害状況、津波の危険性なども考慮す

べきであり、被災地域全体の避難計画の一環として策定しておく必要がある。 
                                      
                                      
                                      
                                      
                   
 
２ 避難を要する事態 
避難を要する事態は、災害想定及びこれに準じた災害で、現に位置している場所が

危険と予想される場合であり、その基準は次のとおりとし、現場の最高責任者が決

定するものとする。 
（１）避難の基準 
ア 火災の輻射熱が人体の安全限界を超え、又は超えると予想される場合。 
イ 毒性ガスの漏洩拡散により危険が生じた場合。 
ウ 可燃性ガスの漏洩拡散及び機器等の異常圧力上昇等により、爆発危険が生じた

場合。 
エ 油等が防油堤外に大量に流出し、人体に危険をおよぼすと予想される場合。 
                         
オ その他最高責任者が必要と認めた場合。 
 
第７節 防災資機材等の調達・輸送計画 
 
３ 大容量泡放射システムの輸送 
 
ウ 防災本部の措置 
防災本部は、大容量泡放射システムの輸送の連絡を受けたときは、別に定める防災

関係機関及び関係公共機関に連絡するとともに、                
            輸送に関する必要な調整等を行う。 

 
（２）輸送経路  
  大容量泡放射システムを輸送する経路は、京葉臨海中部地区共同防災協議会が

共同防災規程で定める輸送計画によることとする。 
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修正原案 修正理由 

 
第４節 避難計画 
防災区域に係る避難の計画は、地域性と時間の推移から概ね次の体系表となるので、

この順に従い、計画を策定する。なお、避難計画が時機を失することなく適切に行

われるためには、異常現象等の早期通報が前提条件であり、また、先行的・並行的

には広報計画が不離一体の関係にあること、状況により救急・救護を要すること等

留意して策定すること。 
特に地震時には、コンビナート災害の影響回避のために住民避難を行う場合におい

て、市街地での火災発生状況、道路や橋梁の被害状況、津波の危険性なども考慮す

べきであり、被災地域全体の避難計画の一環として策定しておく必要がある。 
なお、東北地方太平洋沖地震及びその余震により発生した液化石油ガスタンクの爆

発事故では、タンクの破片が約１３００ｍ、板金が約６２００ｍの遠方まで飛散す

るともに、約３９００ｍの地点でガラスの破損が確認されていることや、石油コン

ビナート区域の周辺に設置されている防潮堤の多くは、当該区域よりも内陸側に設

置されていることに留意すること。 
 
２ 避難を要する事態 
避難を要する事態は、災害想定及びこれに準じた災害で、現に位置している場所が

危険と予想される場合であり、その基準は次のとおりとし、現場の最高責任者が決

定するものとする。 
（１）避難の基準 
ア 火災の輻射熱が人体の安全限界を超え、又は超えると予想される場合。 
イ 毒性ガスの漏洩拡散により危険が生じた場合。 
ウ 可燃性ガスの漏洩拡散及び機器等の異常圧力上昇等により、爆発危険が生じた

場合。 
エ 油等が防油堤外に大量に流出し、人体に危険をおよぼすと予想される場合。 
オ 特別防災区域の沿岸に津波警報が発表された場合。 
カ その他最高責任者が必要と認めた場合。 
 
第７節 防災資機材等の調達・輸送計画 
 
３ 大容量泡放射システムの輸送 
 
ウ 防災本部の措置 
防災本部は、大容量泡放射システムの輸送の連絡を受けたときは、別に定める防災

関係機関及び関係公共機関に連絡するとともに、警察車両による先導や消防車両に

よる伴走を要請する等、輸送に関する必要な調整等を行う。 
 
（２）輸送の方法 
ア 大容量泡放射システムを輸送する経路は、京葉臨海中部地区共同防災協議会が

共同防災規程で定める輸送計画によることとする。 
イ 輸送は共同防災規程で定めるところにより、警察車両による先導や消防車両に

よる伴走を得て実施する。なお、災害時の状況から、やむを得ず消防車両のみで先

導する場合は「緊急自動車」の扱いとならないので注意する。 
 
 

 
 
 
 
 
●液化石油ガスタンクの爆

発事故での飛散物やガラス

の破損状況の実例を周知す

ることにより、同種災害発生

時の対応を円滑にするため 
●現在、防潮堤が設置されて

いる場所では、石油コンビナ

ート区域への津波や高潮の

抑止に効果がないことが判

明したため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●津波警報発表時には避難

が必要と認められるため 
 
 
 
●大容量泡放射システム輸

送時の安全確保のため、消防

車両の伴走が効果的であっ

たことから、防災本部は県警

への先導要請に加えて消防

機関に対して伴走を要請す

ることとしたため 
 
●大容量泡放射システム輸

送時の安全確保のため、消防

車両の伴走が効果的であっ

たことから、システムの輸送

は警察車両の先導及び消防

車両の伴走を得て実施する

こととしたため 
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計画 
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千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
 
 
 
 
4－1－1 
（2）ア 
【３３】 

 
 
 
 
 
 
 
１３０ 
 

 
第８節 総合的防御対策 
 
１ 災害影響の算定手法  
 
（４）火災・爆発モデル 
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修正原案 修正理由 

 
第８節 総合的防御対策 
 
１ 災害影響の算定手法例 
 
（４）火災・爆発モデル 
 
ウ ファイヤーボール 
漏洩した可燃性ガスが空気と混合し、蒸気雲を形成した直後に着火した場合には、

ファイヤーボールを形成することがある。例えば、液化ガスを貯蔵した容器が外部

からの熱影響で側板強度が局部的に低下することにより容器が破壊され、大量のガ

スが大気中に放出されるような場合に発生し、このような現象はＢＬＥＶＥ

（Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion）と呼ばれる。 
ファイヤーボールを球形としたときの放射熱は次式で与えられる。 

4TE  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(16) 

               2 
φ＝ 

 
ただし、 
Ｅ：放射熱強度(J/m2s) 
Ｔ：ファイヤーボールの温度(K) 
σ：ステファン･ボルツマン定数(5.6703×10-8J/m2sK4) 
ε：放射率 
φ：形態係数(0.0～1.0の無次元数) 
Ｄ：ファイヤーボールの直径(m) 
Ｒ：ファイヤーボールの中心と受熱面の距離(m) 

 
ファイヤーボールを温度 T＝1750K の完全黒体（ε＝１）とすると、式(16)は次の

ようになる。 
                       2 
Ｅ＝1.33×10 5      ・・・・・・・・・・・・・・・・・(17) 

 
また、ファイヤーボールの直径及び継続時間は次のように表わされる。 

 
Ｄ＝3.77 ＷS 0.325  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(18) 

 
ｔ＝0.258 ＷS 0.349  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(19) 

 
ここで、ＷS はファイヤーボールの形成に寄与する燃焼量（kg）で、可燃性物質量

と酸化反応に必要な理論酸素量の合計である。プロパンの場合（C３H８+5O２→3CO
２+4H２O）、ＷSは可燃性物質量ＷGの 4.64倍となり、式（18）と式（19）は次のよ

うになる。 
 
Ｄ＝3.77 (4.64 ＷG )0.325 ＝6.21 ＷG 0.325 ・・・・・・・・・・・(20) 
 
ｔ＝0.258 (4.64 ＷG )0.349 ＝0.44 ＷG 0.349  ・・・・・・・・・・(21) 

なお、ＢＬＥＶＥの発生時はファイヤーボールの放射熱だけでなく、爆発による爆

風圧や飛散物の影響にも十分に注意する必要がある。 

 
 
 
 
 
●液化石油ガスタンクの爆

発事故で、ブレービーにより

ファイヤーボールが形成さ

れたことから、ファイヤーボ

ールの放射熱や直径及び継

続時間を計算式により求め

られるようにするため 

 

Ｄ 

2Ｒ 

Ｄ 

Ｒ 
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千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
4－3－3 
（1） 
【３４】 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
【３５】 
 
 
 
4－1－3 
（4） 
【３６】 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
【３７】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1－4 
（1） 
【３８】 

 
 
 
１３４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１５１ 
 
 
 
 
 
１５１ 
 
 
 
 
 
 
１５１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１５２ 
 
 

 
２ 危険物の流出・火災 
 
（４）直径３４メートル以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクの防御措置（京葉臨海中

部地区） 
 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                    
 
第１０節 地震発生時 における応急対策 
特別防災区域において大規模地震          が発生し、重要施設に被害

があった場合は、大規模で特殊な災害となる可能性が大きい。 
そこで、各特定事業所及び防災関係機関は、緊急措置基準等を作成し、訓練を実施

するなど地震発生時 の災害発生防止、拡大防止に努めるものとする。 
 
１ 地震計の整備 
運転停止、あるいは、退避等の措置を素早く決定するため、事業所内に統一した地

震強度              の情報を   与え得る地震計等の設置に努

めるものとする。 
地震計等の設置及び設置場所の再検討に当たっては、次の事項を考慮するものとす

る。 
 
２ 特定事業所の応急対策 
 
（２）初動措置 
特定事業所は、地震直後の現場対応を図るため、職員の非常参集（特に休日・夜間

の対応）を行うなど各設備毎で緊急対応できる組織をつくり、現場装置施設の運転

中止・脱圧・脱液・ブロック化等の非常安全措置及び漏洩箇所の防止等の初動措置

をとる。 
なお、防災活動要員として協力会社の社員の協力が得られる場合は、       
明確にとり決めるものとする。 
                                      
                                      
               
 
（３）緊急措置基準 
 
シ 津波対策（高潮対策）の策定 
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修正原案 修正理由 

 
２ 危険物の流出・火災 
 
（４）直径３４メートル以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクの防御措置（京葉臨海中

部地区） 
 
オ システム配備事業所は、その他の施設等の火災により直径３４メートル以上の

浮き屋根式屋外貯蔵タンクへの火災拡大が懸念される場合であって、防災要員等の

安全を含む適切なシステム配置要領が作成できるときには、大容量泡放射システム

を適用することができる。この場合、京葉臨海中部地区共同防災協議会、消防機関、

防災本部は発災現地の状況、消火戦術、県内外での複数発災等の情報を共有し、効

果的なシステムの活用を協議するものとする。 
 
第１０節 地震発生時等における応急対策 
特別防災区域において大規模地震や護岸高を超える津波が発生し、重要施設に被害

があった場合は、大規模で特殊な災害となる可能性が大きい。 
そこで、各特定事業所及び防災関係機関は、緊急措置基準等を作成し、訓練を実施

するなど地震発生時等の災害発生防止、拡大防止に努めるものとする。 
 
１ 地震計の整備 
運転停止、あるいは、退避等の措置を素早く決定するため、事業所内に統一した地

震動強さ及び地震波形など地震動特性の情報を適切に与え得る地震計等の設置に努

めるものとする。 
地震計等の設置及び設置場所の再検討に当たっては、次の事項を考慮するものとす

る。 
 
２ 特定事業所の応急対策 
 
（２）初動措置 
特定事業所は、地震直後の現場対応を図るため、職員の非常参集（特に休日・夜間

の対応）を行うなど各設備毎で緊急対応できる組織をつくり、現場装置施設の運転

中止・脱圧・脱液・ブロック化等の非常安全措置及び漏洩箇所の防止等の初動措置

をとる。 
なお、防災活動要員として協力会社の社員の協力が得られる場合は、参集基準等を

明確にとり決めるものとする。 
ただし、津波警報・注意報発表時には、施設設備の応急点検を実施する職員は必要

最小限とし、職員の避難を円滑に実施するとともに協力会社の社員へ避難等の情報

を確実に伝達するものとする。 
 
（３）緊急措置基準 
 
シ 津波対策（高潮対策）の策定 
津波情報の収集に努めるとともに職員の円滑な避難と並行し、点検・応急対策担当

職員の確保と迅速な作業遂行及び事業所内で働いている協力会社の社員への情報伝

達等のマニュアルを定めておくとともに、次の対応等も検討しておく。 
 

 
●今回の大容量泡放射シス

テムの出動は、石災法で規定

する対象タンクではなかっ

たが、対象タンクへの火災拡

大を防止する目的で、防災要

員の安全を含む適切なシス

テムの配置に係る要領を作

成できるときに、共同防災協

議会は防災本部、関係消防機

関との協議により出動を可

能とするべきであるため 
 
●地震発生時の応急対策に

津波対策を加え訓練等を実

施することにより、津波発生

時の災害発生・拡大を防止す

る必要があるため 
 
●地震動強さの情報の他に、

地震波形などの地震動特性

の情報を与えうる機能を併

せ持った地震計等の設置を

推奨するため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●津波警報等発表時には、職

員の避難と施設設備の安全

確保の両立に努めることと

されているため 
 
 
 
●津波対策に係るマニュア

ルの策定等に努めることと

されているため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
 
 
4－1－3 
（4） 
【３９】 
 
 
 
 
 
 
4－1－3 
（2） 
【４０】 

 
 
 
 
 
１５４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
１５５ 
 
 

 
① 禁水性物質への対応 
② 従業員の一次避難  、作業禁止区域等の設定 
③ 流出油等重複災害を想定した防災資機材の準備 
 
（４）点検 
特定事業所は、地震発生後の施設保安上の点検基準を各事業所の危険物施設等の態

様、運転基準、行動基準及び地震の規模に応じ、各事業所の実態に即した点検基準

を作成しておくものとする。 
なお、                                   
                                 地震発

生後の点検基準の作成にあたっては、プラント等を停止する前及び後の点検表を作

成することが望ましい。 
 
＜貯槽地区＞ 

浮屋

根関

係 

浮屋根

と側板

の摺動

部関係 

コーン
ルーフ
タンク
の屋根
部と側
板の継
目関係 

    

  
側板関

係 

底 板

（アニ

ュ ラ

板）関

係 

基礎関

係 
防油堤

関係 

・スロ

ッ シ

ン グ

に よ

る 破

損 は

な い

か 

・静電

気又は

火花発

生によ

る火災

はない

か 
 

・スロ

ッシン

グによ

る 破

損、液

飛散は

ないか 
 

    
    
    
    
    
  

・側板

破損は

ないか 
 

・底板

（アニ

ュ ラ

板）の

破損は

ないか 
 

・ノリ

面破壊

はない

か 
 

・防油

堤に亀

裂・破

損はな

いか 
・堤内

に漏え

いはな

いか 

円筒

形タ

ンク 
（浮

屋根

式、 
コー

ンル

ー

フ） 
・地震

動 に

よ る

伸 び

破 損

は な

いか 
 

・地震

動によ

る局部

的変形

はない

か 
 

・地震

動によ

る伸び

破損は

ないか 
 

 ・火災

で加熱

された

場合の

座屈又

は支柱

内部の

空気圧

上昇に

よる破

裂はな

いか 

・火災

による

液面計

の取付

けフラ

ンジの

ガスケ

ット焼

損はな

いか 
 

 

・地震

動によ

る堤内

配管の

破損は

ないか 
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修正原案 修正理由 

 
① 禁水性物質への対応 
② 従業員の一次避難場所、作業禁止区域等の設定 
③ 流出油等重複災害を想定した防災資機材の準備 
 
（４）点検 
特定事業所は、地震発生後の施設保安上の点検基準を各事業所の危険物施設等の態

様、運転基準、行動基準及び地震の規模に応じ、各事業所の実態に即した点検基準

を作成しておくものとする。 
なお、貯槽地区においては、危険性の高いタンクの点検が優先的に実施できるよう、

貯蔵・取り扱う物質の引火性などの性質や貯蔵量の把握に努めるものとし、地震発

生後の点検基準の作成にあたっては、プラント等を停止する前及び後の点検表を作

成することが望ましい。 
 
＜貯槽地区＞（円筒形タンク（浮屋根式、コーンルーフ）） 

点検部位 点 検 内 容 
浮屋根 ・スロッシングによる破損はないか 

・地震動による伸び破損はないか 
浮屋根と側板の摺動

部 
・静電気又は火花発生による火災はないか 
・地震動による局部的変形はないか 

コーンルーフタンク

の屋根部と側板の継

目 

・スロッシングによる破損、液飛散はないか 
・地震動による伸び破損はないか 

計装 ・液面計の不具合が発生していないか 
側板 ・側板破損はないか 

・火災で加熱された場合の座屈又は支柱内部の空気圧上

昇による破裂はないか 
底板（アニュラ板） ・底板（アニュラ板）の破損はないか 

・火災による液面計の取付けフランジのガスケット焼損

はないか 
基礎 ・ノリ面破壊はないか 
防油堤 ・防油堤に亀裂・破損はないか 

・堤内に漏えいはないか 
・地震動による堤内配管の破損はないか 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●夜間・休日など事業所の職

員が少ない時間帯で発生し

た地震後の点検を効率よく

実施するため 
 
 
●地震発生時のスロッシン

グにより、多くの液面計で不

具合が発生したことから、地

震発生後に液面計の不具合

を点検する必要があるため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
4－2－1 
（3） 
4－3－3 
（1） 
【４１】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－2－2 
（1）イ 
【４２】 

 
１５６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１５６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 防災関係機関等の応急対策 
                                      

       
なお、同時発災下における公設消防機関及び共同防災組織の防御活動については同

時発災を覚知した段階で発災の程度が確認でき今後の拡大の方向が予測できれば、

災害拡大の大きな箇所を優先的に実施すべきものとする。            
                                      
                                      
          
また、予測不能の場合における初動態勢                    
     をあらかじめ決めておくものとする。 
 
 
４ 情報の収集・伝達 
 
（２）通報手段 
専用電話（事業所←→消防本部）、防災相互無線及び防災行政無線            

                          の活用方法の拡充を図

る。 
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修正原案 修正理由 

 
3 防災関係機関等の応急対策 
防災関係機関は地震発生後における防災体制のあり方について、それぞれ検討する

ものとする。 
なお、同時発災下における公設消防機関及び共同防災組織の防御活動については同

時発災を覚知した段階で発災の程度が確認でき今後の拡大の方向が予測できれば、

災害拡大の大きな箇所を優先的に実施すべきものとする。大容量泡放射システムの

運用については、京葉臨海中部地区共同防災協議会、防災本部、関係消防機関が、

県内外の対象タンクの発災状況等の情報を相互に共有し、協議の上で適用先を決定

することとする。 
また、防災関係機関や共同防災組織自身が被災する場合を想定し、各機関、組織は、

代替施設等をあらかじめ決めておくものとする。 
 
 
４ 情報の収集・伝達 
 
(２）通報手段 
専用電話（事業所←→消防本部）、防災相互無線、 防災行政無線、一般加入電話、

衛星電話、ソーシャルネットワーキングサービス又はメーリングリストの活用方法

の拡充を図る。 

 
 
 
 
 
●同時に複数箇所で大規模

な事故が発生した場合の対

応や、関係行政機関及び共同

防災組織の建物が被災した

り、職員が避難を余議なくさ

れる場合の対策を講じる必

要があるため 
 
 
 
 
●大規模地震発生時は、停電

や電話回線の輻輳により、通

信の不具合が発生するため、

防災相互無線、災害時有線電

話、衛星電話など複数の通報

手段を確保する必要がある

ため 
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提言の 
項目等 

計画 
ページ 

千葉県石油コンビナート等防災計画平成２２年度修正（未確定） 

 
 
 
4－1－4 
（3） 
4－2－3 
（1） 
4－2－3 
（2） 
【４３】 
 
 
 
 
 
4－1－5 
【４４】 
 
 
 
 
 
4－2－1 
（1） 
【４５】 

 
 
 
資料編 
２４２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料編 
２４２ 
 
 
 
 
 
資料編 
２５７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第５ その他の資料 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
         
 
 
 
１０ 防災関係機関一覧表 
 
（３）県等の機関 
 
千葉県庁 
  〃 （消防地震防災課）・・・・・・・・・043(223)2173 
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修正原案 修正理由 

 
第５ その他の資料 
 
８ 特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９ 東北地方太平洋沖地震での石油タンク被害に係る調査結果について（消防庁消

防研究センター） 
 
 
 
１２ 防災関係機関一覧表 
 
（３）県等の機関 
 
千葉県庁 
  〃 （消防課）・・・・・・・・・043(223)2173 
    （災害対策本部併設時）   043(223)3381 

 
 
 
●津波に対する避難を含む

ソフト面の強化に役立てる

ため 
●事業所において、地震や津

波に対する共通理解を図り、

事業所ごとに規程やマニュ

アル類の見直しを促す必要

があり、「特定事業所等にお

ける地震・津波発生時の初動

体制の手引き」を作成したた

め 
 
●東日本大震災で発生した

被害状況を把握し、今後の対

策に活かしていくため 
 
 
 
 
●石コン防災本部の災害対

策本部との併設時の連絡先

が周知されていなかったこ

とから、災害情報が執務場所

に集中してしまったため 
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